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第二章 台湾における商標及びトレードドレスの保護 

 

第一節 商標の保護に関連する法律 

 

登録商標 ・ 商標法 

・ 公平交易法（日本の不正競争防止法及び独占禁止法に相当する。） 

未登録商標 ・ 著名商標-商標法 

・ 著作物-著作権法 

・ 不正競争-公平交易法 

 

1.登録商標 

 

台湾においても、商標権者・使用者及び消費者の利益を保護し、産業の発展を促

進するために、商標制度が設けられている。商標権の取得については、台湾でも先

願登録主義が採用されており、したがって、台湾において法律に従って先に商標登

録出願をし、商標の主務官庁である智慧財産局の審査を経て商標権を取得してはじ

めて、商標権に基づき他人の不法使用を排除できることになる。 

商標法では、同一又は類似の商品・役務において自己の商標と同一又は類似する

他人の登録商標が存在したら、これに対し異議申立て、無効審判請求を通じてその

登録を取消、無効とすることができ、これにより自社の商標権を保護することがで

きる。異議申立てについては、商標登録には不登録事由があると認められる場合、

商標登録査定が公告されてから 3ヶ月以内に、利害関係の有無にかかわらず、何人

でも申立てを行うことができるとされている。また、登録査定の公告がされてから

3 ヶ月過ぎた後、無効審判請求を行うことができる。無効審判請求については、商

標登録には不登録事由があると認められる場合、利害関係人又は商標審査官は、商

標が登録されてから 5年以内に、智慧財産局に対し請求することができるとされて

いる。但し、悪意により他人の周知・著名商標を先取り登録したものについては、

この 5年の除斥期間の制限を受けない。 

 

そして、自己の商標権が侵害されていることを発見した場合、商標法に基づき、

侵害者に対し、侵害の差し止め、損害賠償請求を行うほか、侵害者の刑事責任を追

及するため、刑事告訴を行うことができる。 

 

一方、商標はトレ－ドドレス（表徴）の一つであり、公平交易法第 20条の保護対

象でもあるが、登録商標の侵害に対しては商標法に基づき権利行使することができ
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るので、実務上、公平交易委員会はこのような商標権侵害に対し公平交易法に基づ

き処理せず、商標法に基づき処理するよう当事者に呼びかける傾向がある。 

 

＊関連法律 

商標法 

第 48 条 
①商標の登録が第 29 条第 1 項、第 30 条第 1 項又は第 65 条第 3 項の規定に違反す

る場合、何人も、商標登録公告日から 3 ヶ月以内に、商標の主務官庁に対して異議

を申し立てることができる。 

②前項の異議申立ては、登録商標の指定商品又は指定役務の一部についてもこれを

行うことができる。 

③異議申立ては登録商標ごとにそれぞれ個別に申立てを行わなければならない。 

第 57 条 ①商標の登録が第 29 条第 1 項、第 30 条第 1 項又は第 65 条第 3 項の規定に違反す

る場合、利害関係人又は審査官は、商標の主務官庁に対し、その登録に係る無効審

判を請求又は提起することができる。 

②商標の登録が第 30 条第 1 項第 10 号の規定に違反しているとして商標の主務官庁

に対して商標の無効審判を請求する場合において、無効審判請求の根拠となる先登

録商標が登録されてから 3 年以上経過している場合、無効審判請求と同時に、請求

前の 3 年間に主張の根拠となる商標の使用証拠、又はその未使用に正当な事由があ

るという証拠を提出しなければならない。 

③前項の規定により提出する使用証拠は、商標が使用されていることを証明でき、

かつ、商取引の一般慣習に合致するものでなければならない。 

第 58 条 ①商標の登録が第 29 条第 1 項第 1 号、第 3 号、第 30 条第 1 項第 9 号から第 15 号

まで、又は第 65 条第 3 項の規定に違反してなされた場合、登録公告日から 5 年が

経過したときは、無効審判を請求又は提起することができない。 

②商標の登録が第 30 条第 1 項第 9 号、第 11 号の規定に違反し、かつ、それが悪意

でなされたものである場合、前項の期間の制限を受けない。 

第 69 条 ①商標権者は、その商標権を侵害された場合、その排除を請求することができる。

侵害のおそれがある場合は、侵害防止を請求することができる。 

②商標権者は、前項の規定により請求する際、商標権侵害に係る物品及び侵害行為

に利用された原料又は器具の廃棄を請求することができる。但し、裁判所は侵害の

事情及び第三者の利益を考慮した上で、その他の必要な処置を命じることができ

る。 

③商標権者は、故意又は過失によりその商標権を侵害した者に対し、損害賠償を請

求することができる。 

④前項の損害賠償請求権は、請求権者が損害及び賠償義務者を知ったときから 2 年

間行使しなかった場合消滅する。侵害行為があったときから 10 年を経過した場合

も同様とする。 

第 72 条 ①商標権者は、その商標権が輸入又は輸出する物品に侵害されるおそれがある場

合、税関に差押することを申請することができる。 

②前項の申請は書面で行い、侵害の事実を釈明し、かつ、税関が見積もった当該輸

入物品の課税価格若しくは輸出物品の FOB 価格に相当する担保金又は相当の担保

物を提供しなければならない。 
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③税関は、差押の申請を受理した場合、直ちに申請者に通知しなければならない。

前項の規定を満たしたと認めて、差押を実施するとき、書面で申請者及び差押物品

の受取人に通知しなければならない。 

④（物品の）差押物品の受取人は、第 2 項の担保金の 2 倍に相当する担保金又は相

当の担保物を提供して、税関に対し差押の解消及び輸出入物品関連の通関規定に従

って処理することを請求することができる。 

⑤差押物品が商標権侵害を構成すると認めた確定判決が下された場合、差押物品の

受取人は差押物品にかかるコンテナ延滞料、倉庫料、積み下ろし費用等の関連費用

を負担しなければならない。 

第 95 条 
商標権者又は団体商標権者の同意を得ずに、販売を目的として、次の各号の行為を

なした場合、3 年以下の懲役、拘留若しくは NT$200,000 以下の罰金を科する又は

併科する。 

1. 同一の商品又は役務に、登録商標又は団体商標と同一の商標を使用したとき。 

2. 類似の商品又は役務に、登録商標又は団体商標と同一の商標を使用し、これに

より関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあるとき。 

3. 同一又は類似の商品又は役務に、登録商標又は団体商標と類似の商標を使用

し、これにより関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあるとき。 

第 96 条 ①証明標章権者の同意を得ずに、販売を目的として、同一又は類似の商品又は役務

に、登録証明標章と同一又は類似の標章を使用し、関連する消費者に誤認混同を生

じさせるおそれがある場合、3 年以下の懲役、拘留若しくは NT$200,000 以下の罰

金を科する又は併科する。 

②前項の証明標章権を侵害するおそれがあると明らかに知りながら、他人の登録証

明標章と同一又は類似の標識を付したラベル、包装容器又はその他の物品を販売し

又は販売の意図をもって製造、所持、展示した場合も同様とする。 

第 97 条 前二条にかかる商品であることを明らかに知りながら、これを販売し、又は販売の

意図をもって所持、展示、輸出又は輸入した場合、1 年以下の懲役刑、拘留若しく

は NT$50,000 以下の罰金を科する又は併科する。電子メディア又はインターネット

を通じて前述の行為をなした場合も同様とする。 

公平交易法 

第 20 条 
①事業者は、その営業において提供する商品又は役務につき、次に掲げる行為をし

てはならない。 

1. 関連する事業者又は消費者に一般的に認識されている他人の氏名、商号若しく

は会社の名称、商標、商品容器、包装、外観又はそのほか他人の商品を示す表

徴と同一又は類似するものを使用し、それをもって他人の商品と混同を生じさ

せること、又は当該表徴を使用する商品を販売、運送、輸出若しくは輸入する

こと。 

2. 関連する事業者又は消費者に一般的に認識されている他人の氏名、商号若しく

は会社の名称、標章又はそのほか他人の営業、役務を示す表徴と同一又は類似

するものを使用し、それをもって他人の営業又は役務にかかる施設又は活動と

混同を生じさせること。 

3. 同一又は類似の商品について、未登録の外国の著名商標と同一若しくは類似す

るものを使用すること、又はかかる商標を使用する商品を販売、運送、輸出若

しくは輸入すること。 

②前項の規定は、次の各号に掲げる行為には適用しない。 

1. 通常の使用方法で、その商品について一般的に用いられている名称、若しくは
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取引において同種の商品について慣用されている表徴を使用すること、又はか

かる名称又は表徴を使用している商品を販売、運送、輸出若しくは輸入するこ

と。 

2. 通常の使用方法で、取引上同種の営業又は役務について慣用されている名称又

はその他表徴を使用すること。 

3. 自己の氏名を善意で使用すること、又は当該氏名を使用する商品を販売、運送、

輸出若しくは輸入をすること。 

4. 前項第 1 号若しくは第 2 号に定める表徴について、関連する事業者若しくは消

費者に一般的に認識される前に、それと同一若しくは類似するものを善意で使

用し、又は当該表徴を善意に使用する使用者からその営業と共に当該表徴を譲

り受けて使用し、又は当該表徴を用いる商品を販売、運送、輸出又は輸入する

こと。 

③事業者は、他の事業者が前項第 3 号又は第 4 号に規定する行為により、自己の営

業、商品、施設又は活動が損害を受け、又は混同を生じるおそれがある場合、他の

事業者に対し、適当な表徴をつけるよう要請することができる。但し、これは商品

の運送のみ行う事業者に適用しない。 

 

2.未登録商標 

 

上述のとおり、商標権は商標の登録により発生し、商標法に基づき権利行使がで

きるようになる。よって、台湾において商標登録をしていない外国の商標は、原則

として保護されないが、周知著名性がある外国商標の場合、著名商標として、商標

法第 30条 1項 11号により保護される。すなわち、同号では、出願された商標が、

他人の著名な商標又は標章と同一若しくは類似するもので、関連する公衆に誤認混

同を生じさせるおそれがある場合、又は著名な商標若しくは標章の識別力若しくは

信用を損なうおそれがある場合、登録することができないとされている。 

 

また、台湾において商標として登録されていない場合でも、関連する事業者又は

消費者に一般的に認識されている商品や役務を示す表徴に該当するものは、公平交

易法第 20条 1項により、かかる表徴を使用する商品を販売、運送、輸出又は輸入す

ることが禁止されている。 

 

さらに、商標として登録されておらず、かつ商品や役務を示す表徴にも該当しな

い標識でも、著作物の要件を備えているときは、著作物として著作権法により保護

される可能性がある。例えば、企業のキャラクターなどがこれに該当する例である。 
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第二節 トレードドレスの保護に関する法律 

 

トレードドレスとは、商品やサービスの全体的・総合的なイメージを指すもので、

商品のパッケージ、包装、店舗の外装・レイアウト、従業員の制服のデザインなど全

般の形態を意味するものである。トレードドレスは企業の表徴であり、他人に模倣さ

れた場合、消費者に誤認混同を生じさせ、又は市場に不正競争の影響を及ぶので、保

護の対象とする必要がある。また、トレードドレスは、商標と異なり登録制度が設け

られておらず、現行法では、不正競争を規制する公平交易法に保護規定が定められて

いる。 

 

1.公平交易法第 20条 

 

公平交易法第 20条 1項 1号及び 2号では、事業者は、その営業において提供する

商品又は役務について、関連する事業者又は消費者に一般的に認識されている他人

の氏名、商号若しくは会社の名称、商標、標章、商品容器、包装、外観又はそのほ

か他人の商品若しくは役務を示す表徴と同一又は類似するものを使用し、それをも

って他人の商品若しくは役務と混同を生じさせること、さらに、かかる表徴を使用

する商品を販売、運送、輸出若しくは輸入することが禁止されている。よって、表

徴が他人に無断使用された場合、本条項に基づき対応することができる。（適用要

件については第 4章参照） 

 

2.公平交易法第 24条 

 

不正競争の手段は多岐にわたるので、不正競争行為を防止するという目的を達成

するための補充条項として公平交易法第 24 条が規定されている。例えば、自社の著

名な商品・役務の表徴が使用された場合において、混同を生じさせるには至らない

(例えば商品、役務にその他の商標、表示が使われ、それによって区別することがで

き、誤認混同を生じさせることはないと認められる)ものの、表徴の使用者が自社の

暖簾に積極的に便乗したと認められるとき、又は自社の商品・役務の外観が模倣さ

れ、自社の努力の成果を模倣者が積極的に搾取していると認められる場合において、

かかる行為が競争者に対して著しく公正さを欠き、取引秩序に影響を及ぶと認めら

れるときは、本条に基づき対応することが可能である（適用要件については第 4 章

参照）。 
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＊関連法律 

公平交易法 

第 20 条 5 頁参照。 

第 24 条 本法において別途に規定がある場合を除き、事業者は、その他取引の秩序に影響を与え

るに足る欺瞞的な又は著しく公正を欠く行為をしてはならない。 

 

 

第三節 トレードドレスとその他の知的財産権との比較 

 

 商標 専利（特許、実

用新案及び意

匠を含む。） 

著作物 トレードドレ

ス 

意義 識別力を有す

る標識で、文字

や図形、記号、

色彩、立体形

状、動態、ホロ

グラム、音な

ど、又はその結

合によって構

成されるもの

（商標法第 18

条） 

特許：自然法則

を利用した技

術的思想の創

作（専利法第

21 条） 

実用新案：自然

法則を利用し

た技術的思想

のうち、物品の

形状、構造又は

組合せに係る

創作（専利法第

104 条） 

意匠：物品の全

部又は一部の

形状、模様、色

彩又はこれら

の結合であっ

て、視覚に訴え

る創作（専利法

第 121 条） 

 

文学、科学、芸

術又はその他

学術の範囲に

属する創作（著

作権法第 3 条） 

他人の氏名、商

号若しくは会

社の名称、商

標、標章、商品

容器、包装、外

観又はそのほ

か他人の商品

又は役務を示

す表徴（公平交

易法第 20 条） 

要件 識別力 新規性 

産業上利用可

能性 

進歩性 

創作性 他人の商品又

は役務を示す 
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根拠法 商標法 専利法 著作権法 公平交易法 

登録制度 有り（商標法第

2 条） 

有り（専利法第

22、106、122

条） 

無し 無し 

権利性質 独占的排他権 独占的排他権 独占的排他権 独占的排他権 

権利期間 登録公告日か

ら 10 年（商標

法第 33 条）。

但し、更新可能

であり、識別力

のある限り、永

続可能。 

特許：出願日か

ら 20 年（専利

法第 52 条） 

実用新案：出願

日から 10 年

（専利法第 114

条） 

意匠：出願日か

ら 12 年（専利

法第 135 条） 

著作物の完成

時から、又は著

作者の死後 50

年（著作権法第

30 条） 

無し 

強制許諾 無し 有り（専利法第

87、120 条） 

有り（著作権法

第 69～71 条） 

無し 

侵害差止請求

権 

有り（商標法第

69 条） 

有り（専利法第

96、120、142

条） 

有り（著作権法

第 84 条） 

有り（公平交易

法第 30 条） 

損害賠償請求

権 

有り（商標法第

69 条） 

有り（専利法第

96、120、142

条） 

有り（著作権法

第 85、88 条） 

有り（公平交易

法第 31 条） 

損害額の推定 有り（商標法第

71 条） 

有り（専利法第

97、120、142

条） 

有り（著作権法

第 88 条） 

無し 

刑事罰責 有り（商標法第

95、96、97 条） 

無し 有り（著作権法

第 91 条～第 96

条の 1） 

有り（公平交易

委員会の命令

に違反した場

合のみ）（公平

交易法第 35～

37 条） 






